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１ 長時間労働の抑制等

〇 ⻑時間労働の抑制及び過重労働による健康障害の防⽌に向けた監督指導の徹底等
・ 各種情報から時間外・休⽇労働が⽉80時間を超えていると考えられる事業場及び⻑時間にわたる
過重な労働による過労死等に係る労災請求が⾏われた事業場に対して監督指導を実施します。

・ 複数の過労死等を発⽣させた企業に対しては、「過労死等の防⽌に向けた改善計画」の策定を求
め、同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助⾔・指導を実施します。

・ ⻑時間労働が複数の事業場で認められた企業に
対する指導及び企業名の公表を的確に実施します。

・ 違法かつ重⼤・悪質な過重労働事案に対しては、
過重労働撲滅特別対策班（かとく）による捜査を
⾏います。

・ 11⽉の「過重労働解消キャンペーン」期間に、
ベストプラクティス企業と労働局⻑等との意⾒交換
会などを実施します。

労働条件を確かめよう！
広報キャラクター
「たしかめたん」

安安全全・・安安心心・・魅魅力力ああるる職職場場づづくくりりにに向向けけたた取取組組４４

〇 ⻑時間労働に繋がる取引環境の⾒直し
・ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に規定する「取引上必要な配慮」等について周知
し、中⼩受託事業者等への「しわ寄せ」防⽌を図ります。

・ 労働基準監督署における監督指導の結果、中⼩受託事業者等の労働基準関係法令違反の背景に、
委託事業者等の中⼩受託取引適正化法等の違反が疑われる場合、関係機関に確実に通報します。

違法な時間外・休⽇労働があった
事業場数（令和６年度）

939事業場

200時間超 150時間超

５4

219
１００時間超

８０時間超

87８０時間以下

568
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職場環境改善の参考に！
過去のベストプラクティス企業
との意見交換の詳細はこちら

建設業・ドライバー・医師の
働き方改革総合サイト
「はたらきかたススメ」」

〇 医師・建設業・⾃動⾞運転者への労働時間短縮に向けた⽀援
・ 医師については、⼤阪府、⼤阪府医療勤務環境改善⽀援センター
等の関係機関と連携して、きめ細やかな相談対応等、適切な⽀援を
⾏います。

・ 建設業については、国⼟交通省等の関係機関と連携して、⼯事の
発注者に対して、 週休２⽇を確保した適正な⼯期設定、適正な請負
代⾦の設定について、要請と働きかけを⾏います。

・ ⾃動⾞運転者ついては、関係省庁とも連携
しながら、「荷主特別対策チーム」において
発着荷主等に対して、⻑時間の恒常的な荷待
ちの改善に努めること等について要請と働き
かけを⾏います。また、適正な運賃（標準的
な運賃）を⽀払うことについて周知します。

働きやすい職場づくりの取組事例を共有！
▼運送事業者と荷主、大阪運輸支局長、大阪労働局長の４者で意見交換

12
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〇 法定労働条件の確保・改善対策の推進
・ 労働基準関係法令違反に対し、速やかに監督指導を⾏い、未然防⽌、早期解決を図ります。また、
不適切な解雇・雇⽌めの回避・予防のための啓発指導を実施します。

・ 労働者からの申告や未払賃⾦⽴替払制度の申請に対して、迅速・適正に必要な調査を実施し所要
の対応を⾏います。

・ 労働基準監督署に設置した「労働者性に疑義がある⽅の労働基準法相談窓⼝」に相談があった場
合には、労働者性の判断基準を丁寧に説明するなど適切に対応するとともに、申告がなされた場合
には、労働者性の有無を判断し、必要な指導を⾏います。

・ いわゆる「スポットワーク」を利⽤する際の労務管理上の留意事項等について、リーフレットを
⽤いて広く周知するとともに、監督署に相談が寄せられた場合には、丁寧に対応します。

・ 度重なる指導にもかかわらず法違反を是正しないなど、重⼤・悪質な事案に対しては厳正に対処
し、同種事案発⽣防⽌のために刑事事件として送検した事案等を積極的に公表します。

・ より多くの事業主、労働者に労働基準関係法令の周知
を図るため「労働基準関係法令のあらまし」を作成する
ほか、説明会の開催や説明動画を配信します。

２ 労働条件の確保・改善対策

関係法令を
わかりやすく１冊に！
「労働基準関係法令の

あらまし」WEB版はこちら

〇 学⽣を対象とした、労働法制の周知及びアルバイト等
の労働条件の確保に向けた取組の実施等

・ 府内の⼤学等からの依頼に基づき、幹部職員等が出向いて
ワークルールセミナーを実施します。

・ 新たにアルバイトを始める学⽣が多い4⽉〜7⽉に「アルバ
イトの労働条件を確かめよう︕」キャンぺーンを実施します。

・ 労働条件に関する悩みの解消に役⽴つポータルサイト「確
かめよう労働条件」の活⽤を促進します。

働いている方も雇用主も
それぞれの立場で学べる！

ポータルサイト

ママンンガガででわわかかりりややすすいい！！
WEB版掲載ページ

監督指導の様子

（イメージ）
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・ 事業場における⾃主的な安全衛⽣管理活動を促進するため、次の４つの活動について取り組みます。

14

３ 労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

〇 労働災害防⽌対策の推進
・ 令和５年度からの５か年を期間とする⼤阪労働局第14次労働災害防⽌推進計画（14次防）を踏ま

え、さらなる労働災害防⽌対策を推進していきます。

【14次防の⽬標】
◆ 死亡災害については、令和４年と⽐較して、令和９年までに５％以上減少させます。
◆ 死傷災害については、令和３年までの増加傾向に⻭⽌めをかけ、死傷者数について、令和４年と

⽐較して令和９年までに減少させます。

外国語にも対応！

「マンガでわかる

シリーズ」

詳細はこちら

職場のあんぜんサイト！

「化学物質のリスク

アセスメント支援」

命綱 使って つなGO 大切な命

「命綱 GO 活動」

〇 改正労働安全衛⽣法の円滑な施⾏
・ ⾼年齢者の労働災害防⽌のための指針（令和８年４⽉１⽇施⾏）及びエイジフレンドリー補助

⾦の周知を図ることにより、⾼年齢労働者の労働災害を防⽌し、安⼼して働ける職場環境の改善
を進めます。

・ 個⼈事業者等に対しても、労働者と同等の保護措置を講じることを事業者に義務付ける改正省
令について、事業場に対して指導・周知・啓発等を⾏います。

対策費用等への補助

エイジフレンドリー補助金階段には手すりを設け、可能な限り通路の
段差を解消する

高年齢労働者の安全・

健康確保を！

指針について

「安全」は⼈々を満⾜にさせ、輝く笑顔にします
Safety brings people Satisfaction and Shining Smiles.
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〇 熱中症対策
・ 「Stop︕熱中症クールワーク キャンペーン」に基づく取組が
各事業場で適切に実施されるよう指導等を⾏います。

・ 暑さ指数表⽰ボードを作成し、来庁者に対し、広く暑さ指数、
警戒レベルの周知を⾏うほか、「熱中症警戒アラート」活⽤の
定着、異常時の措置等 、広く熱中症予防対策を周知します。

・ ⼤阪産業保健総合⽀援センターと共催で「職場における熱中
症予防対策セミナー」を開催し、⼤阪市消防局救急部に講師を
依頼し、熱中症による救急搬送の要否の判断及び応急処置の解
説を盛り込んだ「重篤化防⽌対策セミナー」を開催します。

・ ⻑時間労働者に対する医師による⾯接指導やストレチェッ
ク制度をはじめとするメンタルヘルス対策などの労働者の健
康確保の取組が各事業場で適切に実施されるよう各種説明会
や指導等を⾏います。

・ 労働者のメンタルヘルス対策に係る情報提供・相談等を⾏
う「働く⼈のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの
⽿』」について周知を⾏います。

50人未満の事業場に
ついても義務化！
ストレスチェック▼

有益情報盛りだくさん！
職場における

熱中症予防対策▼

〇 メンタルヘルス対策及び過重労働対策等の推進

〇 新たな化学物質規制の周知の取組
・ 令和６年から施⾏されている新たな化学物質規制に基づき、ＳＤＳ
（安全データシート）等を活⽤したリスクアセスメントの実施及びその
結果に基づく⾃律的なばく露低減措置について、個⼈ばく露測定の導⼊
等を含め、丁寧な指導を⾏います。

・ 化学物質管理強調⽉間（2⽉）中に、⼤阪府及び各⾃治体や各種団体
と連携し、化学物質管理に関するセミナーを開催します。

化学物質管理強調月間が

新設されました！

「新たな化学物質規制」

関連はこちら

〇 ⽯綿ばく露防⽌対策の推進
・ ⽯綿障害予防規則に基づく措置の履⾏確保のため、建築物⽯綿含有
建材調査者講習の受講勧奨及び当該講習の修了者による調査の徹底等
も含む発注者への制度の周知を図ります。

・ 建設アスベスト給付⾦制度の周知啓発を図るとともに、丁寧な相談
⽀援を⾏います。

要確認！

石綿総合情報

ポータルサイト

〇 腰痛予防対策
・ ⼤阪府内の主要社会福祉事業者で構成される
「+Safe協議会」や各種セミナーを通じ介護職
員の負担を軽減する介護技術「ノーリフトケア」
の周知を図ります。

腰痛予防対策の

動画もあります！

腰痛予防対策▼

介護従事者の負担軽減！

▲ノーリフトケアによる介護作業の実演

▼

▼
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政労使及び専門家が一体となって支援！

▼大阪府地域両立支援推進チーム会議

⽇本の労働⼈⼝の約３⼈に１
⼈が何らかの疾病を抱えなが
ら働いています。

〇 治療と就業の両⽴⽀援と就職⽀援の推進
・ 「治療と就業の両⽴⽀援指針」の周知啓発を⾏います。
・ ⼤阪労働局に設置した「⼤阪府地域両⽴⽀援推進チーム」において計画を策定し、関係者の取組
を相互に周知・協⼒する等により、効果的な連携と⼀層の促進を図ります。

・ 主治医、会社・産業医と患者に寄り添う両⽴⽀援コーディネーターのトライアングル型のサポー
ト体制を推進します。このため、両⽴⽀援コーディネーターの役割についての理解の普及を図ると
ともに、養成研修の周知・受講勧奨を図ります。

・ がん等の疾病により、⻑期にわたる治療等を受けながら就労を希望する求職者について、がん診
療連携拠点病院等と連携協定を結んでいる府内11か所のハローワークを中⼼に、出張相談や就職⽀
援、事業主向けセミナーなどを積極的に実施します。

〇 ⼤阪地⽅最低賃⾦審議会の円滑な運営・周知・履⾏確保
・ 「⼤阪地⽅最低賃⾦審議会」では、最低賃⾦法に基づく公正な⾏政運営を確保するため、学識経
験者の公益代表、労働者代表、使⽤者代表を構成委員とし⼤阪府内の最低賃⾦（⼤阪府最低賃⾦及
び特定最低賃⾦）の改定について審議しています。

・ ⼤阪府最低賃⾦及び特定最低賃⾦の改定について、経済状況等の地域の実情及びこれまでの審議
状況などを踏まえつつ、⼤阪地⽅最低賃⾦審議会の円滑な運営を図ります。

・ ⼤阪府最低賃⾦が改定された後は、オリジナルポスターやリーフレットを作成し最低賃⾦を周知
します。

４ 最低賃金制度の適切な運営等

発効⽇時間額最低賃⾦の件名

令和７年10⽉16⽇1,177円⼤阪府最低賃⾦

令和７年12⽉４⽇1,191円塗料製造業

特
定
最
低
賃
⾦

令和７年12⽉１⽇

1,185円鉄鋼業

1,180円⾮鉄⾦属製造関連産業

1,197円機械・⾦属製品製造関連産業

令和７年12⽉４⽇1,197円電気機械器具製造関連産業

令和７年12⽉１⽇1,194円⾃動⾞・同附属品製造業

令和７年10⽉16⽇1,177円⾃動⾞⼩売業 ※

※印の特定最低賃⾦について、令和７年度の改定はありません。
⼤阪府最低賃⾦額が適⽤されます。

16

▲大阪府最低賃金改定について答申

医療現場や中小企業の両立支援の事例を紹介！

▲治療と仕事の両立支援セミナーを開催
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〇 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた働き⽅・休み⽅の⾒直しの推進等
・ 仕事と⽣活の調和のとれた働き⽅の
実現に資する取組（時間外労働の削減、
年次有給休暇の取得促進、勤務間イン
ターバル制度、テレワーク等）の周知
啓発を⾏います。

・ 「働き⽅・休み⽅改善コンサルタン
ト」による助⾔指導、ワークショップ
を実施し、企業の⾃主的な取組を促し
ます。

改善に役立つ情報交換を！
ワークショップの様子

自己診断ツール、
企業の取組事例等は

こちら！
働き方・休み方改善

ポータルサイト

６ 総合的なハラスメントの防止対策

〇 働き⽅改⾰に取り組む企業への助成
・ ⽣産性を⾼めながら労働時間の縮減に取り組んだり、勤務間インターバル制度を導⼊する中⼩企
業を対象とした「働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦」の周知を積極的に⾏い、活⽤促進を図ります。

５ 多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

〇 ⼤阪府域における働き⽅改⾰の総合的な推進
・ 「⼤阪働き⽅改⾰推進会議」（事務局︓⼤阪労働
局）において、令和８年度の基本⽅針を定め、政労
使等が連携して働き⽅改⾰を推進します。

大阪の働き方改革を牽引！「大阪働き方改革推進会議」

〇 職場におけるハラスメント等に関する雇⽤管理上の防⽌措置義務の履⾏確保
・ 各種ハラスメントの防⽌対策が適切に講じられるよう、
事業主への積極的な是正指導、周知徹底を図ります。

〇 カスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策の推進
・ 改正労働施策総合推進法等の成⽴により、令和８年10⽉１⽇
からカスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラ
スメントの防⽌措置が事業主に義務付けられることを踏まえ、
改正内容の周知を⾏います。法施⾏後は着実な履⾏を図ります。

・ ⼤阪府域における職場のハラスメント対策事業を⼤阪府と連
携の上実施し、ハラスメント撲滅に向けた取組を⾏います。

〇 紛争の早期解決の促進
・ 各ハラスメントに関する労働者と事業主間の紛争については、
労働施策総合推進法等に基づく援助や調停制度などの紛争解決
援助制度を活⽤することにより、早期の解決を促します。

社内研修にも活用できる！
周知用のポスターや

ハラスメントについての解説動画も掲載
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〇 ⼥性活躍推進法の履⾏確保
・ 法に基づく⼀般事業主⾏動計画の策定や⼥性の活躍に関する情報
公表等が義務付けられている事業主に対し、報告徴収等の実施によ
り、法の着実な履⾏確保を図ります。

・ 法改正により、令和８年４⽉１⽇から労働者数101⼈以上の企業
に拡⼤された「男⼥の賃⾦の差異」及び「⼥性管理職⽐率」等の公
表義務について、対象企業に対して引き続ききめ細やかな周知を⾏
うとともに、「⼥性の活躍推進企業データベース」（厚⽣労働省の
運営サイト）の活⽤を促します。

・ 「えるぼし」及び「プラチナえるぼし」認定について、メリット
を周知し取得促進を図ります。
（⼤阪 えるぼし287社 プラチナえるぼし7社 令和８年２⽉末現在）

７ 女性活躍推進に向けた取組等

女性が活躍できる職場づくりに
取り組んでいる企業のマーク

〇 男⼥雇⽤機会均等法の履⾏確保・援助
・ 労働者が性別により差別されることなく、また、働く⼥性が⺟性を尊重されつつ充実した職業⽣
活を営むことができるよう事業主への指導を⾏うとともに、相談への対応、労働者と事業主間の紛
争を迅速に解決するための援助を⾏います。
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・企業が情報公表に活
用できます。

・えるぼし、プラチナえ
るぼし認定企業を検索
できます。

事業主が気になるポイントを解説！
法施行を目前に控えて改正法説明会を開催

お子様連れでも安心して利用可！キッズスペースの様子

主な就職⽀援サービス
・担当者制による個別⽀援
・仕事と⼦育て等が両⽴しやすい求⼈の開拓
・ライフプランに寄り添った⽀援
・託児付のセミナー等
・⼦育て中の⽅同⼠によるグループワーク
・専⾨家（弁護⼠、社会保険労務⼠等）による相談
・地域の関係機関や⼦育て⽀援拠点と連携した出張相談
・マザーズWEEKS（秋の⼤規模イベント） など

〇 ⼦育て中の⼥性等に対する就職⽀援の実施

〇 お⼦様連れでも利⽤しやすい環境の整備

・ ⼤阪マザーズハローワーク・堺マザーズハローワーク及び府内13か所のハローワークのマザーズ
コーナーにおいて、⼦育て中の⽅等に対して、個々の状況やニーズに応じた⽀援を実施します。

仕事と家庭を両立したい
あなたをサポート！

マザーズポータルサイトを設置

・ キッズスペースや授乳室を設置しています。
・ 来所が難しい⽅にオンラインでサービスを提供します。

両立に向けた情報交換！座談会の様子

18
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８ 仕事と育児・介護の両立支援等

両立支援に取り組む
事業主へ！

助成金案内ページ

〇 育児・介護休業法の履⾏確保
・ 育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが疑われる事案を把握した場合
には、事業主への報告徴収・是正指導等を⾏うほか、相談への対応、労働者と
事業主間の紛争を迅速に解決するための援助を⾏います。

・ 令和７年度に順次改正した育児・介護休業法について、引き続き報告徴収等
により履⾏確保を図ります。特に、3歳以降の柔軟な働き⽅に関する措置等、
企業が選択して講じる措置については、企業の実態に応じた実効性のある措置
となるよう、適切な助⾔を⾏います。

男女ともに働きやすい
環境を実現！

育児・介護休業法について

〇 仕事と育児、仕事と介護の両⽴ができる職場環境整備
・ 職業⽣活と家庭⽣活が両⽴できる職場環境づくりのため、
両⽴⽀援等助成⾦の活⽤促進等により中⼩企業事業主を⽀援
します。

両⽴⽀援等助成⾦

育育休休中中等等業業務務代代替替支支援援ココーースス 育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支
給、または代替要員を新規雇用（または派遣で受入）した場合に助成

柔柔軟軟なな働働きき方方選選択択制制度度等等支支援援ココーースス 育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を３つ以上導入し、
制度を利用した労働者に対する支援を行った場合等に助成

※「両立支援等助成金」は、上記以外にも助成コースがあります。

〇 育児休業等給付制度の利⽤推進
・ 両親ともに働き育児を⾏う「共働き・共育て」を推
進する観点から、令和７年４⽉より、「出⽣後休業⽀
援給付」や「育児時短就業給付」が施⾏されています。
この制度を含め、育児休業等給付の更なる利⽤促進を
図るため、育児休業給付に関する専⽤コールセンター
を活⽤し、被保険者や事業主等に対して周知広報に取
り組むとともに、円滑な⽀給に努めます。

仕仕事事とと育育児児、、介介護護のの両両立立ががででききるる職職場場環環境境整整備備をを支支援援！！

（年度）

〇 次世代育成⽀援対策の推進
・ 新たに策定・変更する⼀般事業主⾏動計画にお
いて、育児休業の取得状況及び労働時間の状況等
に係る状況把握、数値⽬標の設定が義務付けられ
たことについて周知に取り組みます。

・ 「くるみん」「プラチナくるみん」「トライく
るみん」の認定基準について周知を⾏い、認定の
取得促進に向けた働きかけを⾏います。
（⼤阪 くるみん339社 プラチナくるみん45社

令和８年２⽉末現在）
・ 不妊治療を受けやすい職場環境の整備を推進す
るために、不妊治療と仕事の両⽴⽀援に関する認
定制度「くるみんプラス」について、周知・啓発
を図ります。

プラチナくるみん認定企業の
取組を紹介！

令和７年１０月２日発表
大阪労働局プレスリリース

子育て中のママ・パパにとって
働きやすい企業のマーク

４

10

16

共働き・共育てを推進！
「出生後休業支援給付」
「育児時短就業給付」

（年）

プラチナくるみん申請件数（⼤阪）

令和６年度から
１．６倍に増加！

（件）
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12 労災保険及び雇用保険の適正な運用・徴収

〇 電⼦申請の利⽤促進
・ 労働保険の電⼦申請利⽤のメリットを情報発信し、更なる利⽤促進を図ります。
・ 求職者及び事業主における雇⽤保険⼿続きの更なる利便性の向上のため、マイナポータルを通じ
た離職者への離職票の直接交付の普及に向けた周知広報に取り組みます。

・ 令和９年１⽉に、雇⽤保険の電⼦申請⼿続きの利便性向上を⽬的とした改善が予定されており、
電⼦申請の更なる利⽤促進に取り組みます。

〇 労働保険の未⼿続事業の⼀掃の取組
・ 労働保険制度の健全な運営、費⽤負担の公平性の確保、
労働者福祉の向上等の観点から極めて重要な課題である
未⼿続事業の解消のため、制度の周知広報、加⼊勧奨を
⾏います。また、成⽴（加⼊）⼿続を⾃主的に⾏わない
事業主には、職権による成⽴を実施し、労働局・労働基
準監督署・ハローワークが⼀体となって、未⼿続事業の
⼀掃に取り組みます。

〇 雇⽤保険受給資格者の早期再就職の促進
・ 「再就職⼿当」を含め、早期に再就職した場合
のメリットの周知などに取り組みます。

〇 不正受給に対する厳正な対処の徹底
・ 雇⽤関係助成⾦の不正受給の疑いがある事業所に対する調査等に、より⼀層注⼒します。

〇 全国平均を上回る収納率の達成
・ ⽬標達成のため「⼝座振替」・「電⼦納付」に
ついて広く周知し、利⽤促進を図るとともに、費
⽤負担の公平性の観点から、着実に納⼊督励を実
⾏します。

２４時間どこでも申告！

特設サイトはこちら

〇 労災保険給付の迅速・適正な処理
・ 労災保険給付の請求については、迅速な事務処理及び適正な認定を⾏います。

特に社会的関⼼が⾼い過労死等事案をはじめとする複雑困難事案は、認定基準等に基づき、迅速
適正な事務処理を⼀層推進します。

・ 労災保険の窓⼝業務については、引き続き、認定基準に定める要件を含め相談者等に対する丁寧
な説明や請求⼈に対する処理状況の連絡等の実施を徹底します。

労働保険をQ&Aで解説！

労働保険特設サイト▼

電⼦申請（雇⽤保険関係）件数（⼤阪）

（千件）

▲就職活動をサポート！説明会で早期再就職のメリットを説明

手続かんたん・らくらく支払！

▼口座振替納付・電子納付
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